
資

料

ソ
連
の
全
人
民
審
議
法

　
　
　
1
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
新
立
法
の
一
例
t

直

川
　
誠
　
蔵

　
一
九
八
七
年
一
月
の
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
総
会
に
お
け
る
ゴ
ル
バ

チ
ョ
フ
報
告
に
よ
っ
て
激
し
く
点
火
さ
れ
た
趣
の
あ
る
ソ
連
に
お
け
る
ペ

レ
ス
ト
・
イ
カ
（
建
て
直
し
）
は
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
半
年
た
っ
た
時
点
で
新

し
い
潮
流
に
沿
っ
た
若
干
の
法
律
を
生
み
出
す
に
到
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

同
年
六
月
末
に
開
か
れ
た
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
の
会
期
に
お
い
て
採
択
さ

れ
た
「
国
家
企
業
（
合
同
）
法
」
、
「
行
政
訴
訟
法
」
お
よ
び
「
全
人
民
審

議
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
翻
訳
を
資
料
と
し
て
紹
介
し

た
い
。
（
出
典
は
、
「
プ
ラ
ウ
ダ
」
一
九
八
七
年
七
月
一
日
号
）

　
ソ
連
で
は
、
市
民
生
活
に
関
連
の
深
い
法
案
等
を
事
前
に
大
衆
討
議
に

か
け
て
民
意
の
動
向
を
占
い
、
そ
の
上
で
通
常
の
手
続
を
ふ
ん
で
法
律
と

し
て
確
定
す
る
と
い
う
直
接
民
主
主
義
の
一
方
式
が
、
す
で
に
二
〇
年
代

　
　
　
ソ
連
の
全
人
民
審
議
法
（
直
川
）

か
ら
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
も
大
い
に
活
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
憲
法
上
の
規
定
を
欠
い
た
ま
ま
久
し
く
「
憲

法
的
慣
行
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
七
七
年
憲
法
に
よ
っ

て
明
文
の
根
拠
が
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
た
（
五
条
、
一
一
四
条
）
。
と
は
い

え
、
そ
の
後
十
年
近
く
も
全
人
民
審
議
の
手
続
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
具
体

的
に
規
定
す
る
法
律
を
欠
い
た
ま
ま
で
推
移
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、

社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
徹
底
を
呼
び
か
け
る
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
激
し

い
動
き
の
中
で
こ
の
た
び
の
立
法
が
目
の
目
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
法
案
の
提
案
報
告
を
行
な
っ
た
の
は
、
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会

議
長
グ
・
ム
イ
コ
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
従
来
の
全
人
民
審
議
に
見
出
さ
れ

た
短
所
と
し
て
以
下
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
事
前
の
膳
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
比
較
法
学
二
一
巻
二
号

が
よ
す
ぎ
た
こ
と
、
形
式
的
に
流
れ
た
こ
と
、
市
民
か
ら
の
提
案
・
意
見

に
つ
い
て
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
従
来
の
長

所
は
長
所
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
や
は
り
反
省
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
全
人
民
審
議
が
真
に
そ
の
名
に
値
す
る
も
の
に
な
る
た
め
に
は
い
か
な

る
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
法
の
採
択
に

当
り
最
高
ソ
ビ
エ
ト
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
代
議
員
の
討
論
の
中
か
ら
次

の
よ
う
な
モ
メ
ン
ト
を
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
第
一
は
、
市

民
の
一
人
々
々
が
「
自
分
の
意
見
」
を
持
つ
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
自
覚

で
あ
る
。
第
二
に
は
、
市
民
の
一
人
々
々
が
「
適
切
な
意
見
」
を
持
ち
う

る
た
め
に
、
客
観
的
情
報
が
常
時
、
豊
富
に
提
供
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
グ
ラ
ー
ス
ノ
ス
チ
（
公
開
制
）
の
要
請
で
あ
る
。
そ
し
て
第

三
に
は
、
市
民
一
人
々
々
が
広
い
視
野
に
立
っ
て
物
を
考
え
る
態
度
、
す

な
わ
ち
「
社
会
的
思
考
の
文
化
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
モ
メ
ン
ト
に
対
し
て
採
択
さ
れ
た
本
法
は
果
し
て
十
全
な
配

慮
を
な
し
え
て
い
る
か
。
そ
の
答
え
は
本
法
の
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
の

知
識
を
得
る
ま
で
は
し
ば
ら
く
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
さ
し

当
っ
て
規
定
の
上
だ
け
で
み
て
も
、
市
民
の
側
か
ら
の
情
報
開
示
請
求
権

に
つ
い
て
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
　
「
国
家
企
業
（
合
同
）
法
」
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
「
目
ソ
経
済

調
査
資
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〇

一
九
八
七
年
九
月
号
（
岡
田
進
訳
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

国
家
生
活
上
の
重
要
問
題
の
全
人
民
審
議
に
関
す
る
ソ
ビ
エ

ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
法
律

社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
一
層
の
深
化
及
び
人
民
の
自
治
発
展
は
、
国

家
的
及
び
社
会
的
事
柄
の
管
理
へ
の
参
加
、
並
び
に
全
国
家
的
及
び
地

方
的
意
義
を
も
つ
法
律
案
の
、
ま
た
同
様
に
社
会
団
体
に
よ
っ
て
そ
の

定
款
上
の
任
務
に
し
た
が
っ
て
審
議
に
か
け
ら
れ
る
社
会
生
活
上
の
大

き
な
問
題
の
、
審
議
へ
の
参
加
に
対
す
る
憲
法
的
権
利
を
行
使
す
る
現

実
の
可
能
性
が
個
々
の
ソ
連
市
民
に
対
し
て
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。

本
法
の
使
命
は
、
国
家
生
活
上
及
び
社
会
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題
に

関
す
る
決
定
を
、
広
範
な
公
開
制
お
よ
び
勤
労
者
の
多
様
な
意
見
・
提

案
の
比
較
考
量
に
も
と
づ
い
て
作
り
出
す
こ
と
へ
の
市
民
の
参
加
の
発

　
展
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
第
一
章
総
　
　
則

第
一
条
国
家
生
活
上
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
の
全
人
民
的
審
議

　
ソ
連
憲
法
に
照
応
し
て
、
国
家
生
活
上
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
は
、
全

　
人
民
審
議
に
か
け
ら
れ
る
。

②
法
律
案
及
び
国
家
生
活
上
の
そ
の
他
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
は
、
ソ
連



　
最
高
ソ
ピ
エ
ト
又
は
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
に
よ
っ
て
全
人
民
審

　
議
に
か
け
ら
れ
る
。

第
二
条
　
連
邦
構
成
共
和
国
の
国
家
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題
の
審
議

　
連
邦
構
成
共
和
国
に
お
い
て
、
法
律
案
及
び
連
邦
構
成
共
和
国
の
国
家

　
生
活
上
の
そ
の
他
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
は
、
全
人
民
審
議
に
か
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

②
法
律
案
及
び
そ
の
他
の
重
要
な
諸
問
題
は
、
連
邦
構
成
共
和
国
の
最
高

　
ソ
ピ
エ
ト
又
は
最
高
ソ
ピ
エ
ト
幹
部
会
に
よ
っ
て
全
人
民
審
議
に
か
け

　
ら
れ
る
。

第
三
条
　
自
治
共
和
国
の
国
家
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題
の
審
議

　
自
治
共
和
国
に
お
い
て
、
法
律
案
及
び
自
治
共
和
国
の
国
家
生
活
上
の

　
そ
の
他
の
重
要
な
諸
間
題
は
、
全
人
民
審
議
に
か
け
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

②
法
律
案
及
び
そ
の
他
の
重
要
な
諸
問
題
は
、
自
治
共
和
国
の
最
高
ソ
ピ

　
エ
ト
又
は
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
に
よ
っ
て
全
人
民
審
議
に
か
け
ら
れ

　
る
。

第
四
条
　
地
方
的
意
義
を
も
つ
重
要
な
諸
問
題
の
住
民
に
よ
る
審
議

　
地
方
的
意
義
を
も
つ
重
要
な
諸
問
題
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
に
居
住
す

　
る
住
民
の
利
害
に
抵
触
す
る
も
の
に
関
す
る
決
定
は
、
こ
れ
ら
諸
問
題

　
の
住
民
に
よ
る
事
前
の
審
議
を
経
た
の
ち
に
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
及

　
び
同
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
。

　
　
　
ソ
連
の
全
人
民
審
議
法
（
直
川
）

②
地
方
的
意
議
を
も
つ
諸
問
題
は
、
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
又
は
同
執
行

　
委
員
会
に
よ
っ
て
住
民
審
議
に
か
け
ら
れ
る
。

第
五
条
　
国
家
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題
の
審
議
に
関
す
る
ソ
連
邦
、
連

　
　
邦
構
成
共
和
国
及
び
自
治
共
和
国
の
立
法

　
国
家
生
活
上
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
の
全
人
民
審
議
の
手
続
は
、
本
法

　
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
．

②
連
邦
構
成
共
和
国
及
び
自
治
共
和
国
の
国
家
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題

　
の
人
民
審
議
、
な
ら
び
に
地
方
的
意
義
を
も
つ
重
要
な
諸
問
題
の
住
民

　
に
よ
る
審
議
の
手
続
は
、
本
法
に
も
と
ず
く
連
邦
構
成
共
和
国
及
び
自

　
治
共
和
国
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

第
六
条
　
審
議
へ
の
ソ
連
市
民
の
参
加

　
ソ
連
市
民
は
、
国
家
・
社
会
生
活
上
の
重
要
な
諸
間
題
の
審
議
へ
の
自

　
由
な
参
加
が
保
障
さ
れ
る
．

②
全
連
邦
的
、
共
和
国
的
、
及
び
地
方
意
義
の
諸
問
題
の
審
議
に
、
ソ
連

　
市
民
は
、
直
接
的
に
、
ま
た
社
会
団
体
、
勤
労
集
団
、
住
居
地
ご
と
の

　
集
会
、
社
会
的
自
律
活
動
の
諸
機
関
、
部
隊
ご
と
の
軍
勤
務
員
集
会
、

　
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。

③
出
身
、
社
会
的
・
財
産
的
状
態
、
人
種
的
・
民
族
的
帰
属
、
性
別
、
教

　
育
、
言
語
、
宗
教
に
対
す
る
態
度
、
所
与
の
地
域
に
お
け
る
定
住
期

　
間
、
業
務
の
種
類
・
性
格
に
よ
る
、
ソ
連
市
民
の
審
議
参
加
権
へ
の
い

　
か
な
る
も
の
で
あ
れ
直
接
又
は
問
接
の
制
限
は
禁
止
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
比
較
法
学
一
二
巻
二
号

第
七
条
　
審
議
の
準
備
及
び
実
施
へ
の
社
会
団
体
及
び
勤
労
集
団
の
参
加

　
国
家
生
活
・
社
会
生
活
上
の
重
要
な
諸
問
題
の
準
備
及
び
実
施
に
は
、

　
ソ
連
共
産
党
、
労
働
組
合
、
全
連
邦
レ
ー
ニ
ン
共
産
主
義
青
年
同
盟
の

　
各
組
織
、
協
同
組
合
組
織
、
婦
人
団
体
、
退
役
軍
人
・
定
年
退
職
者
団

　
体
、
そ
の
他
の
社
会
諸
団
体
及
び
勤
労
集
団
が
参
加
す
る
。

第
八
条
　
審
議
の
実
施
の
保
障

　
全
連
邦
的
、
共
和
国
的
及
び
地
方
的
意
義
を
も
つ
重
要
問
題
の
審
議
の

　
実
施
を
保
障
す
る
も
の
は
、
〔
各
級
〕
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
で
あ
る
。

第
九
条
　
審
議
実
施
の
際
の
公
開
制

　
審
議
の
実
施
は
、
広
範
な
公
開
制
に
も
と
づ
い
て
実
現
さ
れ
る
。
審
議

　
に
か
け
ら
れ
た
法
律
案
及
び
国
家
生
活
上
の
そ
の
他
の
重
要
な
諸
問
題

　
は
、
定
期
刊
行
物
に
お
い
て
公
表
さ
れ
、
テ
レ
ビ
ニ
フ
ジ
オ
を
通
じ
て

　
広
報
さ
れ
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
住
民
に
周
知
せ
し
め
ら
れ
る
。

②
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
審
議
の
経
過
に
全
面
的
に
光
を
あ
て
、
市
民
、

　
国
家
機
関
、
社
会
団
体
及
び
勤
労
集
団
の
提
案
・
意
見
、
及
び
寄
せ
ら

　
れ
た
提
案
・
意
見
の
概
況
を
公
表
し
、
審
議
の
総
括
に
つ
い
て
情
報
を

　
提
供
す
る
。

第
一
〇
条
審
議
に
関
連
し
た
費
用

　
法
律
案
及
び
国
家
生
活
上
の
そ
の
他
の
重
要
な
諸
問
題
の
審
議
、
な
ら

　
び
に
地
方
人
民
代
議
員
ソ
ピ
エ
ト
及
び
同
執
行
委
員
会
の
決
定
草
案
の

　
住
民
に
よ
る
審
議
に
関
連
し
た
費
用
は
、
国
家
の
負
担
に
よ
っ
て
ま
か

八
二

　
な
わ
れ
る
。

第
一
闘
条
審
議
に
関
す
る
立
法
へ
の
違
反
に
対
す
る
責
任

　
本
法
に
違
反
し
た
国
家
機
関
及
び
社
会
機
関
の
役
職
員
〔
公
務
員
〕
、

　
な
ら
び
に
ソ
連
市
民
に
対
し
て
そ
の
審
議
参
加
権
の
自
由
な
行
使
を
妨

　
げ
る
者
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
責
任
を
負
う
。

　
　
第
二
章
全
人
民
審
議
の
手
続

第
一
二
条
全
人
民
審
議
へ
の
付
議

　
全
人
民
審
議
に
か
け
ら
れ
る
の
は
、
国
の
政
治
的
・
経
済
的
及
び
社
会

　
的
発
展
の
基
本
方
向
、
な
ら
び
に
ソ
ビ
エ
ト
市
民
の
憲
法
的
権
利
、
自

　
由
及
び
義
務
の
実
現
に
か
か
わ
る
法
律
・
決
定
の
草
案
、
な
ら
び
に
ソ

　
連
の
管
轄
に
属
す
る
国
家
生
活
上
の
そ
の
他
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
で

　
あ
る
。

②
法
律
案
、
そ
の
他
の
諸
問
題
の
全
人
民
審
議
へ
の
付
議
は
、
ソ
連
最
高

　
ソ
ピ
エ
ト
又
は
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
の
、
そ
れ
ら
の
発
議
ま
た

　
は
連
邦
構
成
共
和
国
の
提
案
に
よ
っ
て
採
決
さ
れ
た
、
決
定
に
よ
っ
て

　
行
な
わ
れ
る
。
法
律
案
ま
た
は
そ
の
他
の
諸
問
題
を
全
人
民
審
議
に
付

　
議
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
勧
告
を
な
す
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

　
連
邦
ソ
ピ
エ
ト
及
び
民
族
ソ
ビ
エ
ト
の
常
任
委
員
会
、
ソ
連
大
臣
会

　
議
、
社
会
団
体
の
全
連
邦
的
機
関
、
法
律
に
従
っ
て
ソ
連
最
高
ソ
ピ
エ

　
ト
又
は
同
幹
部
会
に
法
律
案
又
は
そ
の
他
の
問
題
を
提
出
す
る
そ
の
他



　
の
機
関
及
び
者
で
あ
る
。

③
法
律
案
及
び
そ
の
他
の
諸
問
題
に
関
す
る
資
料
は
、
そ
れ
ら
を
全
人
民

　
審
議
に
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
が
採
決
さ
れ
た
後
一
〇
日
以
内

　
に
「
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
」
、
そ
の
他
の
中
央
紙
、
共
和
国
レ
ベ
ル
の
刊
行

　
物
、
そ
し
て
必
要
な
場
合
に
は
、
地
方
レ
ベ
ル
の
刊
行
物
に
お
い
て
公

　
表
さ
れ
る
。

④
全
人
民
審
議
へ
の
付
議
と
同
時
に
、
ソ
連
最
高
ソ
ピ
エ
ト
又
は
同
幹
部

　
会
は
、
全
人
民
審
議
の
過
程
に
お
い
て
寄
せ
ら
れ
て
く
る
提
案
・
意
見

　
の
検
討
に
関
し
て
作
業
の
期
間
及
び
組
織
手
続
を
定
め
、
ソ
連
最
高
ソ

　
ビ
エ
ト
の
連
邦
ソ
ビ
エ
ト
及
び
民
族
ソ
ビ
エ
ト
の
然
る
べ
き
常
任
委
員

　
会
に
こ
の
作
業
の
実
施
を
付
託
し
、
又
は
前
記
目
的
の
た
め
に
特
別
委

　
員
会
を
設
置
す
る
。

第
＝
二
条
法
律
案
及
び
そ
の
他
の
諸
問
題
の
審
議
の
組
織
。
提
案
・
意

　
　
見
の
整
理

　
連
邦
的
、
共
和
国
的
及
び
地
方
的
ソ
ビ
エ
ト
機
関
及
び
そ
の
他
の
国
家

　
機
関
、
な
ら
び
に
企
業
、
施
設
及
び
組
識
の
指
導
者
は
、
諸
社
会
団
体

　
と
共
同
で
法
律
案
、
そ
の
他
の
諸
問
題
の
広
範
な
審
議
を
保
障
し
、
そ

　
の
た
め
に
必
要
な
条
件
を
と
と
の
え
る
。

②
市
民
は
、
全
人
民
審
議
に
付
さ
れ
た
法
律
案
、
そ
の
他
の
諸
問
題
に
関

　
す
る
提
案
・
意
見
を
ソ
連
最
高
ソ
ピ
エ
ト
幹
部
会
、
も
し
く
は
連
邦
構

　
成
共
和
国
・
自
治
共
和
国
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
、
地
方
人
民
代
議
員

　
　
　
ソ
連
の
全
人
民
審
議
法
（
直
川
）

　
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
又
は
そ
の
他
の
国
家
的
・
社
会
的
諸
機
関
に
直

　
接
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
全
人
民
審
議
に
か
け
ら
れ
た
法
律
案
、
そ
の
他
の
諸
問
題
は
、
人
民
代

　
議
員
ソ
ビ
エ
ト
の
会
期
、
同
諸
機
関
及
び
代
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
議
に

　
お
い
て
、
社
会
団
体
、
勤
労
集
団
、
居
住
地
ご
と
の
市
民
の
集
会
に
お

　
い
て
、
社
会
的
自
立
活
動
の
諸
機
関
に
よ
っ
て
、
部
隊
ご
と
の
軍
勤
務

　
員
集
会
に
お
い
て
、
刊
行
物
に
お
い
て
、
ま
た
テ
レ
ピ
・
ラ
ジ
オ
を
通

　
じ
て
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
全
人
民
審
議
の
過
程
で
寄
せ
ら
れ
た
提
案
・
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦

　
構
成
共
和
国
・
自
治
共
和
国
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
、
地
方
人
民
代
議

　
員
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
、
そ
の
他
の
国
家
的
・
社
会
的
機
関
、
お
よ

　
び
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
。
寄
せ
ら
れ
る
提
案
・
意

　
見
の
整
理
の
た
め
に
前
記
諸
機
関
は
委
員
会
及
び
作
業
グ
ル
ー
プ
を
設

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
案
・
意
見
は
、
整
理
さ
れ
た
か
た
ち
で
ソ

　
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
に
提
出
さ
れ
る
。

第
一
四
条
全
人
民
審
議
の
総
括

　
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
に
寄
せ
ら
れ
た
、
法
律
案
も
し
く
は
そ
の

　
他
の
問
題
に
つ
い
て
の
市
民
、
勤
労
集
団
、
国
家
的
・
社
会
的
機
関
の

　
提
案
・
意
見
は
、
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
両
院
の
然
る
べ
き
常
任
委
員
会

　
も
し
く
は
特
別
委
員
会
に
よ
っ
て
、
又
は
ソ
連
最
高
ソ
ピ
エ
ト
も
し
く

　
は
同
幹
部
会
に
問
題
を
提
起
し
た
機
関
に
よ
っ
て
、
草
案
の
仕
上
げ
の
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比
較
法
学
二
一
巻
二
号

　
際
に
検
討
・
考
慮
さ
れ
る
。
提
案
・
意
見
の
事
前
の
検
討
の
た
め
に
前

　
記
諸
機
関
に
よ
っ
て
準
備
委
員
会
及
び
作
業
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
人
民
代
議
員
、
然
る
べ
き
専
門

　
家
、
科
学
と
文
化
の
活
動
家
、
国
家
的
・
社
会
的
機
関
及
び
学
術
機
関

　
の
代
表
者
が
含
め
ら
れ
る
。

②
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
寄
せ
ら
れ
る
提
案
・
意
見
、
お
よ
び
そ
の
検
討

　
状
況
に
つ
い
て
常
時
住
民
に
情
報
を
提
供
し
、
法
案
の
規
定
又
は
そ
の

　
他
の
問
題
の
解
明
を
組
織
す
る
。

③
法
案
又
は
そ
の
他
の
問
題
の
全
人
民
審
議
の
結
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ソ
連

　
最
高
ソ
ビ
エ
ト
又
は
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
に
よ
っ
て
検
討
さ

　
れ
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
住
民
は
情
報
の
提
供
を
う
け
る
。

④
審
議
に
付
さ
れ
た
法
律
案
又
は
そ
の
他
の
問
題
の
主
題
に
関
係
の
な
い

　
提
案
・
意
見
は
、
そ
の
帰
属
に
従
い
、
照
応
す
る
国
家
的
・
社
会
的
諸

　
機
関
に
さ
し
向
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
機
関
は
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て

　
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
　
第
三
章
　
地
方
的
意
義
を
も
つ
重
要
な
諸
問
題
の
住
民
に
よ
る
審
議

第
繭
五
条
決
定
案
及
び
そ
の
他
の
諸
問
題
の
住
民
審
議
へ
の
付
議

　
住
民
審
議
に
か
け
ら
れ
る
の
は
、
総
会
的
経
済
・
社
会
発
展
計
画
お
よ

　
び
予
算
に
関
す
る
、
社
会
主
義
的
適
法
性
の
保
障
、
法
秩
序
お
よ
び
市

　
民
の
権
利
の
保
護
に
関
す
る
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
企
業
、
施

八
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設
及
び
組
織
の
活
動
に
関
す
る
地
方
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
及
び
同
執

　
行
委
員
会
の
決
定
案
、
な
ら
び
に
現
地
に
お
け
る
そ
の
他
の
国
家
的
．

　
経
済
的
及
び
社
会
H
文
化
的
建
設
の
諸
間
題
で
あ
る
。

②
地
方
ソ
ビ
エ
ト
及
び
同
執
行
委
員
会
の
決
定
案
、
そ
の
他
の
重
要
な
諸

　
問
題
の
住
民
審
議
へ
の
付
議
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
ま
た
は
同
執
行
委
員

　
会
に
よ
っ
て
そ
の
発
議
に
従
っ
て
、
ま
た
同
様
に
、
ソ
ピ
エ
ト
の
常
任

　
委
員
会
、
代
議
員
グ
ル
ー
プ
、
代
議
員
、
社
会
団
体
の
機
関
、
勤
労
集

　
団
、
住
居
地
ご
と
の
市
民
集
会
、
連
邦
構
成
共
和
国
及
び
自
治
共
和
国

　
の
立
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
そ
の
他
の
機
関
及
び
団
体
の
提
案
に
従

　
っ
て
、
行
な
わ
れ
る
。

③
地
方
ソ
ビ
エ
ト
及
び
同
執
行
委
員
会
の
決
定
案
は
、
現
地
の
刊
行
物
に

　
お
い
て
公
表
さ
れ
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
住
民
に
周
知
せ
し

　
め
ら
れ
る
Q

第
隔
六
条
住
民
審
議
に
付
せ
ら
れ
た
諸
問
題
の
検
討

　
住
民
審
議
に
付
せ
ら
れ
た
諸
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
下
級
人
民
代
議
員

　
ソ
ビ
エ
ト
の
会
期
に
お
い
て
、
同
執
行
・
処
分
機
関
、
常
任
委
員
会
、

　
代
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
議
に
お
い
て
、
社
会
団
体
、
勤
労
集
団
、
居
住

　
地
ご
と
の
住
民
集
会
に
お
い
て
、
ま
た
社
会
的
自
立
活
動
機
関
の
会
議

　
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
現
地
の
刊
行
物
に
お
い
て
、

　
ま
た
テ
レ
ビ
ニ
フ
ジ
オ
を
通
じ
て
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
機
関
、
組
織
及
び
市
民
の
提
案
・
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ソ
ピ
エ
ト
の



　
執
行
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
決
定
の
仕
上
げ
に
当
っ
て
、
ま
た
実
際
の

　
活
動
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
内
容
上
、
上
級
国
家
機
関
の
管
轄
に
属

　
す
る
提
案
・
意
見
は
、
検
討
の
た
め
こ
れ
ら
の
機
関
に
提
出
さ
れ
る
。

③
審
議
の
結
果
は
、
人
民
代
議
員
ソ
ピ
エ
ト
の
会
期
に
お
い
て
執
行
委
員

　
会
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、
ま
た
住
民
に
周
知
せ
し
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
議
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
・
グ
ロ
ム
イ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
連
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
書
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
・
メ
ン
テ
シ
ャ
シ
ヴ
ィ
リ

　
モ
ス
ク
ワ
、
ク
レ
ム
リ
、
一
九
八
七
年
六
月
三
〇
日

ソ
連
の
全
人
民
審
議
法
（
直
川
）
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